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☆［春宵一刻］アリ学が熱い ………………… ⑽
☆オンライン知的財産セミナー（“一歩上の特許明細書”の作成ノウハウ）⑾
☆オンライン知的財産セミナー（企業間の契約における知財関連条項） ⑿☆特許権侵害訴訟における差止請求の記載 ⑴

１　特許権侵害行為に対する差止請求
（１）差止請求権

特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵
害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又
は予防を請求することができる（特許法100条１項）。
また、特許権者は、この侵害の停止又は予防の請
求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を
生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為

により生じた物を含む。）の廃棄、侵害の行為に供
した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為
を請求することができる（同２項）。１項の請求を
「狭義の差止請求」（以下、単に「差止請求」という
場合、狭義の差止請求をいう。）、２項の請求を「廃
棄・除去請求」、両者を合わせて「広義の差止請求」
と呼んでいる。特許権侵害訴訟において、廃棄・
除去請求のみを求めることはできず、廃棄・除去

特許権侵害訴訟における差止請求の記載特許権侵害訴訟における差止請求の記載
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(本体価格 13,600円税込価格  14,960円　  消費税（10％）1,360円)978-4-17-073702-7

都道府県・市町村等の事項（役職・氏名）を収録。
下巻  都道府県 ・ 市町村等

(本体価格 13,600円税込価格  14,960円　  消費税（10％）1,360円)978-4-17-073701-0

立法、行政、司法の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等事項（役職・氏名）を収録。
上巻 　中央官庁等
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